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別紙２ 

賃金システムでの共済標準報酬情報の修正方法 

 
 共済組合の標準報酬情報が正しく入力できていない場合があるため、以下を参考にして

正しい内容となるように修正願います。 
 

 採用情報管理＞共済・標準報酬情報登録 を開き共済組合に加入している職員を検索。 
※「基本情報登録」のメニューからは、社会保険の標準報酬情報のみ登録が可能。共済組

合の標準報酬情報については「共済・標準報酬情報登録」のメニューから登録を行う。 
 

 
 上図の場合、最新の標準報酬情報を「削除」により一度削除し、消えてしまった標準報

酬情報を「登録」から入力。その後、削除した標準報酬情報を「登録」から再度入力。 

資格取得年月日が「令和４年 10 月 1 日」のため、本
来は「令和４年 10 月」の資格取得時決定があるはず
だが、その情報が消えてしまっている。 
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 上図のような状態で「令和５年４月」の資格取得時決定の入力が必要となった場合は、

現在入力されている適用開始年月日「令和４年 10 月」の標準報酬情報の適用終了年月日に

「令和５年３月」を入力する必要があるが、「令和５年３月」時点の共済組合種別が登録さ

れていないためエラーとなる。先に組合員種別の修正を行う必要がある。 

 

 

 採用情報管理＞基本情報登録 から当該職員を検索して「修正」ボタンで開き、ページ

下部の「種別」の欄を確認。 

 

資格取得年月日が「令和５年４月 17 日」だが、標準
報酬情報は「令和４年 10 月 1 日」からのため、共済
組合種別の情報が消えてしまっている。 
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 上図の状態になっているため、修正。 

 

 登録されている履歴の資格取得年月日を新たに登録したい履歴の取得年月に修正。 

 

 非組合員の期間を登録する（非組合員の期間がない場合は登録不要）。 

 ※空白期間も引き続き共済組合に加入をした場合は登録不要。 

 

 最初に修正した共済の履歴を再度登録（非組合員の登録をしなかった場合は不要）。 

 

 再度 採用情報管理＞共済・標準報酬情報登録 を開き、職員を検索。 
 組合員種別の情報を正しく入力できていることを確認後「修正」から「令和４年 10 月」

の標準報酬情報の適用終了年月日に「令和５年３月」を登録。次に「登録」から「令和５

年４月」の資格取得時決定を入力。 

登録したい共済の履歴を入力。 「履歴修正」 

「履歴登録」 

正しく修正できていることを確認。 

登録済みの標準報酬情報の適用終了年月日を入力し、

新しい標準報酬情報を登録。 

非組合員となった日（任用が切れた日）。 「履歴登録」 

「0」（非組合員）を入力（その際、共済組合員番号は入力不可）。 
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 ※令和４年 10 月１日～令和５年３月 31 日は臨時的任用職員（人給システム利用）、令和

５年４月１日から会計年度任用職員（賃金システム利用）などの場合、共済組合の短期組

合員には「令和４年 10 月１日」から加入していることになりますが、賃金システムでの共

済組合種別の入力は「令和５年４月１日（賃金システム利用開始日）」以降の分を入力して

ください。 


